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地域内フィーダー系統生活交通確保維持計画 

 

（名  称）葛城市地域公共交通活性化協議会 

（代表者名）会長  山下 和弥 

 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

葛城市の公共交通は、主に通勤・通学など都市間の輸送を担う鉄道（近鉄、JR）、主に通院、買い物、通勤・

通学の移動手段である路線バス、そして、主に市内の公共施設間の移動手段であるコミュニティバス等で、

概ね市内全域に公共交通のサービスが提供されている。 

しかし、近年、公共交通の利用者は減少傾向にあり、鉄道駅の無人化、路線バスの減便など地域公共交通

を取り巻く環境は、今後益々厳しくなることが予想される。 

一方で、全国の市町村と同様に、本市においても少子高齢化が進展しており、将来的には約 3割の方が高

齢者になることが予測され、また、市内では勾配のある地形により、日常生活する上で徒歩による外出が負

担となっている地域や公共交通の利用が不便な地域も存在する。 

以上のことから、本市では、地域公共交通の問題等を解決するため、市の公共交通の現状や住民ニーズを

把握して、本市に適した生活交通ネットワークの再編に取り組んでいる。 

本計画の対象路線である環状線ルートは、公共施設（庁舎、福祉施設等）、鉄道駅、医療機関、商

業施設を結ぶ路線であり、地域の生活交通の確保を目的にしており、地域公共交通確保維持事業はそ

の実現に必要不可欠な事業である。 

なお、当該路線は平成２８年２月１５日より試験運行しており平成２８年秋に完成予定の「道の駅

かつらぎ」に乗り入れる等、本格運行を同時期に予定している。 

 

２． 地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果 

（１）目標 

    改変前の葛城市コミュニティバス（葛城号、ゆうあいバス、ミニバス）の利用者数は約 37,800

人、130.5 人／日（平成２５年度実績）であり、利用者数の増加や利用拡大のための施策を推

進する。 

    なお、環状線ルートの利用者数については、改変前の葛城号および当麻新庄線（平成２６年

１０月１日から奈良交通路線バスの代替として、新しい運行体制が整うまでの間、減便を図り

ながら葛城市コミュニティバスとして運行）の利用者数から、67 人／日を目指す。 

（２）効果 

    地域公共交通確保維持業の実施により、次のような効果が期待できる。 

     ・公共施設、鉄道駅等へのアクセス向上等、住民の生活の質の向上 

     ・安全で効率的な公共交通サービスの提供 

    ・コミュニティバス、路線バス等の利用者数の増加 

 

３．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者 

別表のとおり 



４．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

 別表２のとおり 

 なお、葛城市から運行事業者へ委託する委託料については、運行経費から国庫補助金額を差し引い

た差額分を負担することとしている。 

５．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

奈良交通株式会社 

６．補助金の交付を受けようとする系統等に係る利用状況等の継続的な測定手法 

（活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合に限る） 

 該当なし 

７．別表１及び別表３の補助事業の基準ニに基づき、協議会が平日１日当たりの運行回数が３回以上で足り

ると認めた系統の概要 

 該当なし 

８．別表１及び別表３の補助事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤

が整備されている」と認めた市町村の一覧 

 該当なし 

９．地域公共交通確保維持事業を行う地域の概要 

 表５のとおり 

10．車両の取得に係る目的・必要性 

 該当なし 

11．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

 該当なし 

12．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の総額、負担者及びその負担額 

該当なし 

13．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における収支の改善に係る計画 

該当なし 

14．協議会の開催状況と主な議論 

・平成２８年５月２４日 改変案について説明・協議 

・平成２８年６月１５日 事業内容等について説明・協議・承認 

           地域内フィーダー系統確保維持計画について協議 

15．利用者等の意見の反映状況 

葛城市地域公共交通活性化協議会で協議の上、策定されたものであるが、区長会、商工会、寿連合

会、民生児童委員連合会、市議会より当協議会には委員として参加され、協議に加わっていただいて

いることから、公共交通利用者（市民）の意見が一定反映されていると認識している。 

なお、本協議会の会議は公開されているとともに、会議資料や会議録は市ホームページにて公開し

ている。 

16．協議会メンバーの構成 

（別添 別紙のとおり） 

 



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統） 29年度

乗合バス型
／デマンド
型の別

基準ロで
該当する
要件

接続する補助対
象地域間幹線系
統等と接続確保
策

基準ニで該
当する要件
（別表７の
み）

(1) 環状線A 8,339. 千円 乗合バス型 ① ③

奈良県 (2) 環状線B 6,231. 千円 乗合バス型 ① ③

（葛城市） (3) 環状線C 1,885. 千円 乗合バス型 ① ③

(4) 環状線D 3,602. 千円 乗合バス型 ① ③

20,057. 千円

6,140. 千円
国庫補助
上限額（千

円）
6,140. 千円

（注）

１．「確保維持事業に要する国庫補助額（千円）」は表２における「補助対象系統の１／２」を小数点第１位（百円単位）まで記載する。

５．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

忍海で地域間幹
線補助系統「八木
新宮線」「高田五
條線」と接続す
る。

４．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接
続を確保するかについて記載する。

合　　　　　計

国庫補助金内定申請額（千円）（合計と国庫補助上限額を比べて少ない額）

再
編
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）都道府県

（市区町
村）

運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額

（千円）

国庫補助金
内定申請額

（千円）

２．「国庫補助額内定申請額（千円）」には、各運行予定者毎でまとめて表２における「国庫補助金内定申請額」を記載する。

３．「再編特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用を受ける場合のみ、「○」を記載する。

奈良交通株式会社 20,057. 千円



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統） 30年度

乗合バス型
／デマンド
型の別

基準ロで
該当する
要件

接続する補助対
象地域間幹線系
統等と接続確保
策

基準ニで該
当する要件
（別表７の
み）

(1) 環状線A 8,339. 千円 乗合バス型 ① ③

奈良県 (2) 環状線B 6,231. 千円 乗合バス型 ① ③

（葛城市） (3) 環状線C 1,885. 千円 乗合バス型 ① ③

(4) 環状線D 3,602. 千円 乗合バス型 ① ③

20,057. 千円

6,140. 千円
国庫補助
上限額（千

円）
6,140. 千円

（注）

１．「確保維持事業に要する国庫補助額（千円）」は表２における「補助対象系統の１／２」を小数点第１位（百円単位）まで記載する。

５．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

２．「国庫補助額内定申請額（千円）」には、各運行予定者毎でまとめて表２における「国庫補助金内定申請額」を記載する。

３．「再編特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用を受ける場合のみ、「○」を記載する。

４．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接
続を確保するかについて記載する。

忍海で地域間幹
線補助系統「八木
新宮線」「高田五
條線」と接続す
る。

再
編
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）

奈良交通株式会社 20,057. 千円

合　　　　　計

国庫補助金内定申請額（千円）（合計と国庫補助上限額を比べて少ない額）

都道府県
（市区町

村）
運行予定者名

運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額

（千円）

国庫補助金
内定申請額

（千円）



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統） 31年度

乗合バス型
／デマンド
型の別

基準ロで
該当する
要件

接続する補助対
象地域間幹線系
統等と接続確保
策

基準ニで該
当する要件
（別表７の
み）

(1) 環状線A 8,339. 千円 乗合バス型 ① ③

奈良県 (2) 環状線B 6,231. 千円 乗合バス型 ① ③

（葛城市） (3) 環状線C 1,885. 千円 乗合バス型 ① ③

(4) 環状線D 3,602. 千円 乗合バス型 ① ③

20,057. 千円

6,140. 千円
国庫補助
上限額（千

円）
6,140. 千円

（注）

１．「確保維持事業に要する国庫補助額（千円）」は表２における「補助対象系統の１／２」を小数点第１位（百円単位）まで記載する。

５．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

２．「国庫補助額内定申請額（千円）」には、各運行予定者毎でまとめて表２における「国庫補助金内定申請額」を記載する。

３．「再編特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用を受ける場合のみ、「○」を記載する。

４．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接
続を確保するかについて記載する。

忍海で地域間幹
線補助系統「八木
新宮線」「高田五
條線」と接続す
る。

再
編
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）

奈良交通株式会社 20,057. 千円

合　　　　　計

国庫補助金内定申請額（千円）（合計と国庫補助上限額を比べて少ない額）

都道府県
（市区町

村）
運行予定者名

運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額

（千円）

国庫補助金
内定申請額

（千円）



表２ 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額(地域内フィーダー系統【乗合バス型(路線定期・路線不定期)運行】用)

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間※を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

％

％

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

1 17,190,515 円 円 円

2 12,845,486 円 円 円

3 3,886,826 円 円 円

4 7,426,049 円 円 円

41,348,876 円 円 円

382,828 円

115,838 円

221,316 円

南近畿

6,140 千円合計 40,116,573 40,116,573 40,114 千円 20,057 千円1,232,303 円 6,140千円

13円. 19銭 12,462,658 12,462,658 12,462千円 6,231. 千円

ツ ツ×1/2＝ネ

13円. 19銭 7,204,733 7,204,733 7,204千円 3,602. 千円

13円. 19銭 16,678,194512,321 円 16,678,194 16,678千円 8,339. 千円

13円. 19銭 3,770,988 3,770,988 3,770千円 1,885. 千円

ヘ×ヲ以下の
額：ワ

ト
ト×ヲ以上
の額：カ

ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ

補助ブ
ロック名

申請
番号

補助対象
経常費用
の見込額

補助対象
系統のキロ

当たり
経常収益

補助対象
系統の経常

収益の
見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した
額

合計 4系統

ヨのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック市区町

村外乗入部分以
外に係るもの

補助対象経費

93,426.9km
復 0.0km 102.4km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

ラ

国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額

（ネ又はナのうちいず
れか少ないほうの額）

往 102.4km 往 0.0km 往 0.0km

ナ

補助対象経費の1/2

16,779.0km

復 0.0km 23.5km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

往 0.0km 往 0.0km

100.0%

8,782.2km

復 0.0km 24.6km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

往 0.0km 往 0.0km往 24.6km

100.0%3 環状線C 忍海

（外回り）い
きいきｾﾝ

ﾀｰ・當麻観
光駐車場・
高田市立

病院

忍海

4 環状線D 忍海

（内回り）當
麻観光駐
車場・いき
いきｾﾝﾀｰ

忍海

南近畿

357 日 714 回

往 23.5km

357 日 357 回

1 環状線A 忍海

（外回り）い
きいきｾﾝ
ﾀｰ・ゆうあ
いｽﾃｰｼｮ
ﾝ・高田市
立病院

忍海

2 環状線B 忍海

（内回り）高
田市立病
院・ゆうあ
いｽﾃｰｼｮ
ﾝ・いきいき
ｾﾝﾀｰ

忍海 357 日 1071 回 29,024.1km

復 0.0km 27.1km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

往 0.0km 往 0.0km往 27.1km

100.0%

38,841.6km

復 0.0km 27.2km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

往 0.0km （平均） 往 0.0km （平均）往 27.2km （平均）

100.0%357 日 1428 回

補助ブロック外乗り入れ部分
及び同一補助ブロック市区
町村外乗り入れ部分以外の

キロ程の比率

計画実車走行キロ

（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝ル ヲ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行日
数

起点
主な

経由地
終点

チ リ ヌ

計画運行
回数

系統キロ程
補助ブロック外

乗入部分のキロ程

同一補助ブロック
市区町村外乗入
部分のキロ程

補助ブロック名
補助対象事業者の実車走

行キロ当たり経常費用

ｃ×（1+（d÷2））2 = ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

キロ当たり経常収益
イ÷ハ

南近畿 490円. 06銭 442円. 58銭 442円.58銭 437円.87銭

基準期間の前々年度の実車走行キロ(ハ”) 19,617,442.6 経常収支率 90.67

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

（基準期間の前々年度）
ロ”÷ハ”＝　ａ

補助対象事業者の実車走
行キロ当たり経常費用
（基準期間の前年度）

ロ’÷ハ’＝　ｂ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

　（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

平均増減率
(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷ｂ)-

1))÷2　=　ｄ

南近畿 484円. 01銭 488円. 01銭 488円. 06銭 0.41

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

基準期間の前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 8,505,624 千円 営業外収益 104,405 経常収益（イ”） 8,610,029

営業費用 9,409,545 千円 営業外費用 85,600 経常費用（ロ”） 9,495,145

▲ 885,116営業損益 ▲ 903,921 千円 営業外損益 18,805 経常損益

経常費用（ロ’）

補助対象期間の前々年度の実車走行キロ(ハ) 19,300,723.4 経常収支率 89.71

基準期間の前年度の実車走行キロ(ハ’) 19,629,291.4 経常収支率 91.13

事業者名 奈良交通(株) 29年度

補助対象期間の

前々年度(基準期間※)の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 8,377,347 千円 営業外収益 74,049 経常収益（イ） 8,451,396

営業費用 9,343,778 千円 営業外費用 76,252 経常費用（ロ） 9,420,030

▲ 2,203 経常損益 ▲ 968,634営業損益 ▲ 966,431 千円 営業外損益

基準期間の前年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 8,645,392 千円

9,579,452

営業損益 ▲ 852,610 千円 営業外損益 3,291 経常損益 ▲ 849,319

営業外収益 84,741 経常収益（イ’） 8,730,133

営業費用 9,498,002 千円 営業外費用 81,450



1 18,522,393 円

2 13,840,722 円

3 4,187,966 円

4 8,001,400 円

44,552,481 円 38,412,481 円 円 ％ 38,412,481 円 100 ％ 円 ％ 円 ％

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は
（リ）に記載すること。

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表６（附則第３条の適用を受ける事業者にあっては別表28）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定め
る期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節及び第５節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載
すること。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節
に係る経常費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助
対象期間に係る生活交通確保維持改善計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略すること
ができる。）

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

18.「キロ当たり経常費用（ヘ）」の算出に当たり、再編特例により、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（ニ）」を、基準期間における「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常
費用（ｃ）」の実績値とする場合には、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前々年度）（a）」、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前年度）
（ｂ）」及び「平均増減率（ｄ）」は記載しないこと。

16.「補助対象系統のキロ当たり経常収益（ト）」の欄は、基準期間における各補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益の実績により算出すること。なお、新設系統で基準期間の実績がな
い場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として、昭和52年５月17日
付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平
均値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。なお、循環系統については、往又は復のどち
らかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載する等、循環系統であることがわかるようにすること。

合計

ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合 負担額

南近畿

負担割合

補助ブ
ロック名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控

除
した額

損失額から国
庫補助額を控

除した額

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担
「その他の

者」の具体的
概要ニ×ヲ－カ＝ム 負担額 負担割合 負担額 負担割合



表２ 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額(地域内フィーダー系統【乗合バス型(路線定期・路線不定期)運行】用)

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間※を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

％

％

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

1 17,190,515 円 円 円

2 12,845,486 円 円 円

3 3,886,826 円 円 円

4 7,426,049 円 円 円

41,348,876 円 円 円 6,140千円 6,140 千円合計 1,232,303 円 40,116,573 40,116,573 40,114 千円 20,057 千円

13円. 19銭 115,838 円 3,770,988 3,770,988 3,770千円

13円. 19銭 221,316 円 7,204,733 7,204,733

1,885. 千円

6,231. 千円

補助対象
経常費用
の見込額

補助対象
系統のキロ

当たり
経常収益

補助対象
系統の経常

収益の
見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した
額

ツ ツ×1/2＝ネ

7,204千円 3,602. 千円

13円. 19銭 512,321 円 16,678,194 16,678,194 16,678千円

13円. 19銭 382,828 円 12,462,658 12,462,658 12,462千円

合計 4系統
復 0.0km 102.4km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額

（ネ又はナのうちいず
れか少ないほうの額）

ヘ×ヲ以下の
額：ワ

補助ブ
ロック名

申請
番号

南近畿

8,339. 千円

93,426.9km

357 日 714 回

往 23.5km 往 0.0km

ナ ラ

16,779.0km

ヨのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック市区町村
外乗入部分以外

に係るもの

補助対象経費 補助対象経費の1/2

357 日 357 回

ト
ト×ヲ以上
の額：カ

ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ

100.0%

0.0km 復 0.0km 0.0km

往 102.4km 往 0.0km 往 0.0km

復 0.0km 23.5km 復 0.0km

往 0.0km

100.0% 8,782.2km

0.0km 復 0.0km 0.0km

往 24.6km 往 0.0km

復 0.0km 24.6km 復 0.0km

往 0.0km

29,024.1km

復 0.0km 27.1km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

往 0.0km 往 0.0km

100.0%

38,841.6km

復 0.0km 27.2km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

往 0.0km （平均） 往 0.0km （平均）

100.0%

往 27.2km （平均）

南近畿

1 環状線A 忍海

（外回り）い
きいきｾﾝ
ﾀｰ・ゆうあ
いｽﾃｰｼｮ
ﾝ・高田市
立病院

忍海

2 環状線B 忍海

（内回り）高
田市立病
院・ゆうあ
いｽﾃｰｼｮ
ﾝ・いきいき
ｾﾝﾀｰ

忍海

4 環状線D 忍海

（内回り）當
麻観光駐
車場・いき
いきｾﾝﾀｰ

忍海

3 環状線C 忍海

（外回り）い
きいきｾﾝ

ﾀｰ・當麻観
光駐車場・
高田市立

病院

忍海

357 日 1071 回

往 27.1km

357 日 1428 回

補助ブロック外乗り入れ部分
及び同一補助ブロック市区町
村外乗り入れ部分以外のキ

ロ程の比率

計画実車走行キロ

（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝ル ヲ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行日
数

起点
主な

経由地
終点

チ リ ヌ

計画運行
回数

系統キロ程
補助ブロック外

乗入部分のキロ程

同一補助ブロック
市区町村外乗入
部分のキロ程

補助ブロック名
補助対象事業者の実車走

行キロ当たり経常費用

ｃ×（1+（d÷2））2 = ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

キロ当たり経常収益
イ÷ハ

南近畿 490円. 06銭 442円. 58銭 442円.58銭 437円.87銭

基準期間の前々年度の実車走行キロ(ハ”) 19,617,442.6 経常収支率 90.67

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行キ
ロ当たり経常費用

（基準期間の前々年度）
ロ”÷ハ”＝　ａ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用
（基準期間の前年度）

ロ’÷ハ’＝　ｂ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

　（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

平均増減率
(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷ｂ)-

1))÷2　=　ｄ

南近畿 484円. 01銭 488円. 01銭 488円. 06銭 0.41

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

基準期間の前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 8,505,624 千円 営業外収益 104,405 経常収益（イ”） 8,610,029

営業費用 9,409,545 千円 営業外費用 85,600 経常費用（ロ”） 9,495,145

▲ 885,116営業損益 ▲ 903,921 千円 営業外損益 18,805 経常損益

経常費用（ロ’）

補助対象期間の前々年度の実車走行キロ(ハ) 19,300,723.4 経常収支率 89.71

基準期間の前年度の実車走行キロ(ハ’) 19,629,291.4 経常収支率 91.13

事業者名 奈良交通(株) 30年度

補助対象期間の

前々年度(基準期間※)の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 8,377,347 千円 営業外収益 74,049 経常収益（イ） 8,451,396

営業費用 9,343,778 千円 営業外費用 76,252 経常費用（ロ） 9,420,030

▲ 2,203 経常損益 ▲ 968,634営業損益 ▲ 966,431 千円 営業外損益

基準期間の前年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 8,645,392 千円

9,579,452

営業損益 ▲ 852,610 千円 営業外損益 3,291 経常損益 ▲ 849,319

営業外収益 84,741 経常収益（イ’） 8,730,133

営業費用 9,498,002 千円 営業外費用 81,450



1 18,522,393 円

2 13,840,722 円

3 4,187,966 円

4 8,001,400 円

44,552,481 円 38,412,481 円 円 ％ 38,412,481 円 100 ％ 円 ％ 円 ％

18.「キロ当たり経常費用（ヘ）」の算出に当たり、再編特例により、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（ニ）」を、基準期間における「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用
（ｃ）」の実績値とする場合には、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前々年度）（a）」、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前年度）（ｂ）」及び
「平均増減率（ｄ）」は記載しないこと。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る
経常費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象期間に係
る生活交通確保維持改善計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができる。）

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

16.「補助対象系統のキロ当たり経常収益（ト）」の欄は、基準期間における各補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益の実績により算出すること。なお、新設系統で基準期間の実績がない場合
は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も
記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。なお、循環系統については、往又は復のどちらかの欄に
キロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載する等、循環系統であることがわかるようにすること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）に記
載すること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表６（附則第３条の適用を受ける事業者にあっては別表28）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期
間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節及び第５節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載するこ
と。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として、昭和52年５月17日付け自
総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

合計

負担額 負担割合

南近畿

補助ブ
ロック名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控除

した額

損失額から国
庫補助額を控

除した額

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担
「その他の

者」の具体的
概要ニ×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合



表２ 地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額(地域内フィーダー系統【乗合バス型(路線定期・路線不定期)運行】用)

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間※を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

％

％

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

1 17,190,515 円 円 円

2 12,845,486 円 円 円

3 3,886,826 円 円 円

4 7,426,049 円 円 円

41,348,876 円 円 円 6,140千円 6,140 千円合計 1,232,303 円 40,116,573 40,116,573 40,114 千円 20,057 千円

13円. 19銭 115,838 円 3,770,988 3,770,988 3,770千円

13円. 19銭 221,316 円 7,204,733 7,204,733

1,885. 千円

6,231. 千円

補助対象
経常費用
の見込額

補助対象
系統のキロ

当たり
経常収益

補助対象
系統の経常

収益の
見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した
額

ツ ツ×1/2＝ネ

7,204千円 3,602. 千円

13円. 19銭 512,321 円 16,678,194 16,678,194 16,678千円

13円. 19銭 382,828 円 12,462,658 12,462,658 12,462千円

合計 4系統
復 0.0km 102.4km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額

（ネ又はナのうちいず
れか少ないほうの額）

ヘ×ヲ以下の
額：ワ

補助ブ
ロック名

申請
番号

南近畿

8,339. 千円

93,426.9km

357 日 714 回

往 23.5km 往 0.0km

ナ ラ

16,779.0km

ヨのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック市区町村
外乗入部分以外

に係るもの

補助対象経費 補助対象経費の1/2

357 日 357 回

ト
ト×ヲ以上
の額：カ

ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ

100.0%

0.0km 復 0.0km 0.0km

往 102.4km 往 0.0km 往 0.0km

復 0.0km 23.5km 復 0.0km

往 0.0km

100.0% 8,782.2km

0.0km 復 0.0km 0.0km

往 24.6km 往 0.0km

復 0.0km 24.6km 復 0.0km

往 0.0km

29,024.1km

復 0.0km 27.1km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

往 0.0km 往 0.0km

100.0%

38,841.6km

復 0.0km 27.2km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

往 0.0km （平均） 往 0.0km （平均）

100.0%

往 27.2km （平均）

南近畿

1 環状線A 忍海

（外回り）い
きいきｾﾝ
ﾀｰ・ゆうあ
いｽﾃｰｼｮ
ﾝ・高田市
立病院

忍海

2 環状線B 忍海

（内回り）高
田市立病
院・ゆうあ
いｽﾃｰｼｮ
ﾝ・いきいき
ｾﾝﾀｰ

忍海

4 環状線D 忍海

（内回り）當
麻観光駐
車場・いき
いきｾﾝﾀｰ

忍海

3 環状線C 忍海

（外回り）い
きいきｾﾝ

ﾀｰ・當麻観
光駐車場・
高田市立

病院

忍海

357 日 1071 回

往 27.1km

357 日 1428 回

補助ブロック外乗り入れ部分
及び同一補助ブロック市区町
村外乗り入れ部分以外のキ

ロ程の比率

計画実車走行キロ

（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝ル ヲ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ
ロック名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行日
数

起点
主な

経由地
終点

チ リ ヌ

計画運行
回数

系統キロ程
補助ブロック外

乗入部分のキロ程

同一補助ブロック
市区町村外乗入
部分のキロ程

補助ブロック名
補助対象事業者の実車走

行キロ当たり経常費用

ｃ×（1+（d÷2））2 = ニ

地域キロ当たり
標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用
ニとホのいずれか少ない額

ヘ

キロ当たり経常収益
イ÷ハ

南近畿 490円. 06銭 442円. 58銭 442円.58銭 437円.87銭

基準期間の前々年度の実車走行キロ(ハ”) 19,617,442.6 経常収支率 90.67

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行キ
ロ当たり経常費用

（基準期間の前々年度）
ロ”÷ハ”＝　ａ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用
（基準期間の前年度）

ロ’÷ハ’＝　ｂ

補助対象事業者の実車走行
キロ当たり経常費用

　（基準期間）
ロ÷ハ＝ｃ

平均増減率
(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷ｂ)-

1))÷2　=　ｄ

南近畿 484円. 01銭 488円. 01銭 488円. 06銭 0.41

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

基準期間の前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 8,505,624 千円 営業外収益 104,405 経常収益（イ”） 8,610,029

営業費用 9,409,545 千円 営業外費用 85,600 経常費用（ロ”） 9,495,145

▲ 885,116営業損益 ▲ 903,921 千円 営業外損益 18,805 経常損益

経常費用（ロ’）

補助対象期間の前々年度の実車走行キロ(ハ) 19,300,723.4 経常収支率 89.71

基準期間の前年度の実車走行キロ(ハ’) 19,629,291.4 経常収支率 91.13

事業者名 奈良交通(株) 31年度

補助対象期間の

前々年度(基準期間※)の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 8,377,347 千円 営業外収益 74,049 経常収益（イ） 8,451,396

営業費用 9,343,778 千円 営業外費用 76,252 経常費用（ロ） 9,420,030

▲ 2,203 経常損益 ▲ 968,634営業損益 ▲ 966,431 千円 営業外損益

基準期間の前年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 8,645,392 千円

9,579,452

営業損益 ▲ 852,610 千円 営業外損益 3,291 経常損益 ▲ 849,319

営業外収益 84,741 経常収益（イ’） 8,730,133

営業費用 9,498,002 千円 営業外費用 81,450



1 18,522,393 円

2 13,840,722 円

3 4,187,966 円

4 8,001,400 円

44,552,481 円 38,412,481 円 円 ％ 38,412,481 円 100 ％ 円 ％ 円 ％

18.「キロ当たり経常費用（ヘ）」の算出に当たり、再編特例により、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（ニ）」を、基準期間における「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用
（ｃ）」の実績値とする場合には、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前々年度）（a）」、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前年度）（ｂ）」及び
「平均増減率（ｄ）」は記載しないこと。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る
経常費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象期間に係
る生活交通確保維持改善計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができる。）

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

16.「補助対象系統のキロ当たり経常収益（ト）」の欄は、基準期間における各補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益の実績により算出すること。なお、新設系統で基準期間の実績がない場合
は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も
記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。なお、循環系統については、往又は復のどちらかの欄に
キロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載する等、循環系統であることがわかるようにすること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）に記
載すること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表６（附則第３条の適用を受ける事業者にあっては別表28）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期
間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節及び第５節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載するこ
と。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として、昭和52年５月17日付け自
総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

合計

負担額 負担割合

南近畿

補助ブ
ロック名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控除

した額

損失額から国
庫補助額を控

除した額

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担
「その他の

者」の具体的
概要ニ×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域の内訳

　国庫補助上限額の算定

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

（２）添付書類
１． 人口集中地区以外の地区及び交通不便地域の区分が分かる地図

（ただし、全域が交通不便地域となる場合には省略可）

算定式

20,932人×150円＋3,000千円

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が上記３．に掲げる法律（根拠法）に基づき
地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名等を記載すること。
また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域が存在する場合には、該当する区域
名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。

「交通不便地域」の欄は、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域（過疎地域と
みなされる市町村、過疎とみなされる区域を含む。）、離島振興法に基づく離島振興対
策実施地域、半島振興法に基づく半島振興対策実施地域、山村振興法に基づく振興山
村に該当する地域の人口及び実施要領（２．（１）⑫）に基づき地方運輸局長等が指定
する交通不便地域の人口の合計（重複する場合を除く）を記載すること。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する事業年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を
基に記載すること。
※なお、実施要領等で別に定める場合は、それによること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

国庫補助上限額

6,140. 千円

対　象　人　口

20,932人

市町村名 葛城市

人　口

人口集中地区以外 20,932

交通不便地域

人　口 対象地区 根拠法



人口集中地区

表５ 添付資料



 

 

別紙 

 

葛城市地域公共交通活性化協議会委員 

区分 委員 

法第６条第２項

第１号の委員 

地域公共交通総合

連携計画作成市 
葛城市長 

法第６条第２項

第２号の委員 

公共交通事業者等 

 

奈良交通株式会社 

自動車事業本部 常務取締役 乗合事業部長 

近畿日本鉄道株式会社 

鉄道本部企画統括部 営業企画部長 

西日本旅客鉄道株式会社 

近畿統括本部大阪支社 総務企画課長 

公益社団法人奈良県バス協会 専務理事 

一般社団法人 

奈良県タクシー協会 専務理事 

一般社団法人 

奈良県タクシー協会 葛城市部会 代表 

道路管理者 

奈良国道事務所 副所長 

奈良県高田土木事務所 所長 

葛城市都市整備部 部長 

法第６条第２項

第３号の委員 

公安委員会 奈良県高田警察署 交通課長 

市民又は地域公共

交通の利用者 

 

葛城市区長会 

会長 

副会長 

葛城市商工会 局長 

葛城市寿連合会 会長 

葛城市民生児童委員連合会 会長 

葛城市議会 

議長 

総務建設常任委員会 委員長 

葛城市が必要と 

認める者 

近畿運輸局 近畿運輸局奈良運輸支局長 

奈良県県土マネジメント部 地域交通課長 

奈良県交通運輸産業労働組合協議会 

事務局長 

葛城市社会福祉協議会 局長 

 

 


